
相談事項送付

相 談 窓 口（令和４年８月頃開設予定）

海賊版による著作権侵害への対応に困る権利者等向けの相談窓口を開設
※案件によっては、弁護士へのオンライン等による個別面談も可能とする。

権利者等が権利行使する上で役立つノウハウ等を
わかりやすく発信中（令和４年６月１日公開）

＜掲載内容＞
• 著作権の基本と海賊版
• 初めての「削除要請」ガイドブック
• 著作権侵害（海賊版）対策ハンドブック
• よくあるご質問

インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト

ページURL   https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html
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